
（平成２２年５月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認岡山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

岡山国民年金 事案 702 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月 

平成２年４月１日から３年３月 30 日まで小学校の講師をしており、３

年３月は厚生年金保険に加入しているものと思っていた。引き続き、３年

４月１日から４年３月 30 日までの講師勤務の終了後、同年６月まで講師

勤務の予定がないこともあり、職場の事務職員から役場に行って年金の切

替手続をするよう言われていたので、役場で４年４月か５月ごろに国民年

金の加入手続を行ったところ、４年３月のほか、３年３月も厚生年金保険

に未加入となっているので国民年金保険料を支払うように言われ、２か月

分の保険料として約２万円をその場で支払った。領収書は紛失してしまっ

たが、その際、担当者が国民年金手帳に加入期間を記載してくれたのに未

納となっていることに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年５月 14 日に当時申立人が居

住していた村で払い出され、申立人は同年３月 31 日にさかのぼって国民年

金に加入しており、申立期間は未加入となっている。 

しかし、申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録欄には、被保険者と

なった日「平成３年３月 31 日」、被保険者でなくなった日「平成３年４月

１日」と記載されているところ、当時の村役場の担当職員（平成３年から７

年まで担当）は、当該記載は自分が行ったものであると認めており、このこ

とは、国民年金の加入手続時に担当職員が年金手帳に加入期間を記載してく

れたとの申立内容と一致しており、申立人は、国民年金の加入手続を行った

際に平成３年３月 31 日にさかのぼって、被保険者資格を取得する旨を届け



                      

  

出たものと推認できる。 

また、同担当職員は、申立期間当時、役場では過年度保険料の収納や預か

りは行っていなかったものの、過年度にさかのぼって資格取得した被保険者

に対しては、その場で手書きの納付書を発行し、郵便局等で納付するよう案

内していたとしており、申立人の国民年金の加入手続と同時に保険料を支払

ったとの主張も不自然ではない。 

さらに、申立人が納付したと記憶している２か月分の保険料額は平成３年

３月及び４年３月の国民年金保険料の合算額に近似している。 

加えて、申立人は、申立期間を除き、複数回にわたる厚生年金保険被保険

者資格を喪失した場合の国民年金への切替手続は適切に行うとともに、保険

料も完納しており、国民年金保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 859 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日（昭和 44 年 10

月 15日）及び資格取得日（昭和 45年４月１日）に係る記録を取り消し、申立

期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 44年 10月 15日から 45年４月１日まで 

昭和 44年４月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に就職し、55年 10月 31日に

退職するまで継続して勤務した。申立期間が厚生年金保険に未加入と記録さ

れており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立人は、Ａ社において昭和 44 年４月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、同年 10 月 15 日に同資格を喪失した後、45 年

４月１日にＡ社において、再度、同資格を取得しており、申立期間の被保険

者記録が無い。 

しかしながら、雇用保険の被保険者記録及び当時の上司並びに申立人の同

僚（複数）の証言から、申立人が申立期間においてＡ社に継続して勤務して

いたことが認められる。 

また、申立人がＡ社に就職した昭和 44年４月にＡ社に就職し、その後、申

立人と同じくＣになるための実務研修を経験した複数の同僚のうち一人は、

「申立人は、申立期間において、採用時から継続して勤務していた。Ｃの国

家試験を受験するためには、１年間の実務研修が必要なので、途中で休職す

ることはない。」、「当時、給料から厚生年金保険料が控除されていたことは、

給与明細書から確認していた。また、採用されてからの１年間は給料の手取

額に変動はなかった。もし、給料に変化があれば気づいたはずである。」と証

言しており、別の同僚は、「申立人とは同期入社だったと思う。最初の１年間



                      

  

は、給与がまったく変わらなかったことを覚えている。」と証言している。 

さらに、申立期間当時、Ａ社で社会保険事務を担当していた申立人の上司

は、「当時、この業界は厚生年金保険への加入率が極めて低かったが、Ａ社は、

従業員全員を厚生年金保険に加入させる会社であった。」、「申立人を含むイン

ターン（実務研修生）について、申立期間当時、給与から厚生年金保険料を

控除していた。」と証言している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44年９月のオンライン記

録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、事業主が申立人に係る被保険者

資格の喪失届及び取得届を提出していないにもかかわらず、社会保険事務所

（当時）がこれを記録することは考え難いことから、事業主はオンライン記

録どおりの被保険者資格の得喪に係る届出を行い、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 44年 10月から 45年３月までの保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 860 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 20 年４月１日であると認められる

ことから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 20年４月１日から 21年４月１日まで 

昭和 19年９月にＡ社Ｂ支店に就職し、予備員だった期間はあるが、21年

７月に退職するまで継続して船員として勤務していたので、船員保険の記録

が 20年４月１日から 21年４月１日までの間、記録が無いことに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の被保険者資格の取得日は昭和 21 年４月

１日となっているが、Ａ社が保管する船員保険料の船員負担分に係る記録から、

申立人がＡ社における船員保険の被保険者資格を 20 年４月１日に取得し、21

年７月 16 日にＡ社を退職したことが確認できることから、申立人は申立期間

において、Ａ社Ｂ支店に勤務していたことが認められる。 

また、オンライン記録の作成の元になっている申立人に係る船員保険被保険

者台帳をみると、昭和 20 年４月１日に標準報酬月額が変更された記録がある

にもかかわらず、それより前の同年３月 24 日に被保険者資格を喪失した旨が

記録されている上、被保険者資格を取得した 21 年４月１日という日付を記入

している欄も間違っており、同台帳の記録に不備が認められ、これらの記録及

び申立人に係る船員保険料の船員負担分に係る記録を前提にすると、申立人の

船員保険被保険者記録は，当該被保険者台帳の整備時に誤った処理がなされた

可能性が高いと認められる。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ａ

社において、申立人が昭和 20 年４月１日に船員保険の被保険者資格を取得し

た旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法

の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３の規定に準じ、１万

円とすることが妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 861～863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75条本 

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立てに係る

Ａ社における＜申立期間（賞与支給日）＞(別添一覧表参照)の標準賞与額の記

録を＜訂正後標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年  月 日 ： 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ＜申立期間（賞与支給日）＞（別添一覧表参照） 

Ａ社から申立期間に賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されているが、

この賞与に係る記録が無いので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所が保管している給料台帳から、申立人は、申立期間にお

いて、事業主から賞与の支払いを受け、厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であり、記録の訂正等を行う場合

は、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、標準賞与額については、事業主が保管する給料台帳から確認で

きる保険料控除額及び賞与額に見合う標準賞与額から、＜申立期間(賞与支給

日)＞（別添一覧表参照）における標準賞与額に係る記録を＜訂正後標準賞与

額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か



                      

  

については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること、また、

当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めている

ことから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1　/　1

別  添

事案
番号

基礎年金番号 氏名
遺族
氏名

性別 生年月日 住所
申立期間

（賞与支給日）

861 男 昭和54年生 平成15年8月15日

　 　 　 　 　 　 平成15年12月25日

　 　 　 　 　 　 平成16年8月13日

　 　 　 　 　 　 平成18年12月25日

862 男 昭和46年生 平成15年8月15日

　 　 　 　 　 　 　 平成15年12月25日

　 　 　 　 　 　 平成16年8月13日

　 　 　　 　 　 　 平成18年12月25日

863 男 昭和55年生 平成15年8月15日

　 　 　 　 　 　 平成15年12月25日

　 　 　 　 　 　 平成16年8月13日

　 　 　 　 　 　 平成18年12月25日 22万円

31万3,000円

31万5,000円

31万9,000円

20万円

20万円

21万2,000円

訂正後標準賞与額

21万8,000円

21万8,000円

22万円

23万3,000円

31万3,000円



                      

  

岡山厚生年金 事案 866 

 

第１ 委員会の結論 

Ａ社（後のＢ社）の事業主は、申立人が昭和 25 年１月１日に厚生年金保険

の被保険者資格を取得し、27年３月 31日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正し、申立期間の標準報酬

月額については、昭和 25年１月は 5,000円に、同年２月から７月までは 7,000

円に、同年８月から 27年２月については 8,000円とすることが必要である。 

また、Ｃ社Ｄ工場の事業主は、申立人が昭和 27年３月 21日に厚生年金保険

被保険者資格を取得し、28 年２月４日に同資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者

資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正し、申立期間の標準報酬月額につい

ては、昭和 27年３月から 28年１月までは、8,000円とすることが必要である。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 24年 12月 30日から 25年１月１

日までに係る厚生年金保険料をＥ社の事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＥ社における資格喪失日に係る記録を昭

和 25年１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 4,500円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 24年 12月 30日から 28年２月４日まで 

昭和 20年にＦ社に入社し、28年にＣ社を退職するまでＣ社の系列会社に

勤務していた。昭和 22年ごろにＦ社の社員約 20人は、Ｅ社に異動し、最初

の１年間くらいはＧの本社でＨやＩの仕事に従事し、Ｊ支店に異動後はＫに

就いた。さらに昭和 26年から 27年ごろにＧの本社に異動し、昭和 28年ご

ろまでＬとして勤務したにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無いのは納得できない。 

なお、Ｇの本社ビルには、１階にＦ社、２階にＥ社、３階にＡ社、４階に

Ｍ社、５階にＮ課及びＣ社本店があったと記憶しており、申立期間について

は、Ｅ社以外に、他のＣ社系列の会社に在籍している可能性もある。 



                      

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人と同姓同名であ

り、かつ、生年月日が同じである者の記録があり、当該記録に係る者は、昭

和25年１月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、27年３月31日に資格

を喪失していることが確認できる。 

また、申立人が提出した写真に一緒に写っている同僚は、「申立人が所

持している写真は、自分の日記によると、Ｂ社Ｏ支店の昭和26年５月３日

の社員旅行で撮影されたものであり、この写真が撮影された当時は、申立

人と一緒に勤務していたと思う。自分がＢ社Ｏ支店に異動になったのは昭

和25年10月16日だが、その時既に申立人は勤務していたように思われる。」

と証言している上、上記の被保険者名簿において、申立人が申立期間当時、

同僚であったと記憶する者（複数）が、昭和25年１月１日に厚生年金保険

被保険者資格を取得していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、上記の記録は申立人に係るものであると

推認でき、Ａ社の事業主は、申立人が昭和25年１月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得し、27年３月31日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所に対し行ったと認められる。 

なお、当該被保険者期間の標準報酬月額については、健康保険厚生年金

保険被保険者名簿から、昭和25年１月は5,000円、同年２月から７月までは

7,000円、同年８月から27年２月については8,000円とすることが妥当であ

る。 

  ２ Ｃ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人と同姓同

名であり、かつ、生年月日が同じである者の記録があり、当該記録に係る者

は、昭和27年３月21日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、28年２月４

日に資格を喪失していることが確認できる。 

また、Ｃ社Ｄ工場における申立人の当時の同僚（複数）の厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録は、上記の記録と同じであり、

この同僚の一人は、「自分は、昭和23年ごろからＣ社グループの会社に勤

務しており、途中で退職したことはないし、そのことは、申立人も同じで

ある。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、当該記録は、Ａ社において申立人のもので

あると推認できる記録（上記１）と被保険者期間の一部が重複するものの、

申立人に係るものであると推認でき、Ｃ社Ｄ工場の事業主は、申立人が昭和

27年３月 21日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、28年２月４日に同資

格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったと認められる。 

なお、当該被保険者期間の標準報酬月額については、健康保険厚生年金

保険被保険者名簿から、8,000円とすることが妥当である。 



                      

  

３ 申立期間のうち、昭和24年12月30日から25年１月１日までについては、

申立人が提出した写真及び同僚（複数）の証言から、申立人は、申立てに係

るグループ会社に勤務し（昭和25年１月１日にＥ社からＡ社に異動）、厚生

年金保険料が事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、当該被保険者期間の標準報酬月額については、Ｅ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の記録から、4,500円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、Ｅ社は既に解散し、事業主及び役員も死亡また

は所在不明であり、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

 

岡山厚生年金 事案 868 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格

取得日に係る記録を昭和 35年３月 19日に、資格喪失日に係る記録を 37年２

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 35 年３月から同年９月までの期

間は 9,000円、同年 10月から 36年９月までの期間は１万円、同年 10月から

37年１月までの期間は１万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 35年３月 19日から 37年２月１日まで 

昭和 35 年２月から平成 13 年１月までＡ社に継続して勤務していたが、

Ａ社Ｄ出張所に勤務していた期間が厚生年金保険被保険者期間として記録

されていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する人事記録、申立人の当時の同僚の給与明細書及び証言から、

申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 35年３月 19日にＡ社Ｅ工場からＡ社

Ｄ出張所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、Ｆ健康保険組合が保管している健康保険被保険者名簿から、申立人が

昭和 35年３月 19日から 43年８月 20日までＡ社Ｃ支店における健康保険の被

保険者であったことが確認できるところ、Ａ社Ｄ出張所は昭和 37 年２月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立期間においてはＡ社

Ｄ出張所に勤務する者は、Ａ社Ｃ支店において厚生年金保険の適用を受けてい

たものと推認できる。 

さらに、Ａ社Ｄ出張所に勤務していた元上司は、「Ｄ出張所はＣ支店の管理

下にあった。」と証言している。 

加えて、申立人と一緒にＡ社Ｄ出張所に勤務していた同僚が保管している給



                      

  

与明細書から、厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＦ健康保険組合の

被保険者記録から、昭和 35年３月から同年９月までの期間は 9,000円、同年

10月から 36年９月までの期間は１万円、同年 10月から 37年１月までの期間

は１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は不明としているが、仮に事業主から申立人に係る被保険

者資格取得届が提出された場合には、その後健康保険厚生年金保険被保険者報

酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時改定や資格喪失届を提出する機会が

あったこととなるが、いずれの機会においても、社会保険事務所（当時）が当

該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業

主から当該社会保険事務所へ資格の取得等に係る届出は行われておらず、その

結果、社会保険事務所は申立人に係る昭和 35年３月から 37年１月までの保険

料について納入告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納入されるべき保険料に充当した場合又は保険料の還付をした

場合を含む。）、事業主は申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 869 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成 12年５月から同年９月までの期間及び 15

年２月について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認められることから、申立人のＡ社における

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、12年５月は 12万 6,000円に、同年６

月は 18 万円に、同年７月は 16 万円に、同年８月、同年９月及び 15 年２月は

26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成 12年５月から 15年２月まで 

平成５年２月から 15年３月までＡ社に勤務したが、給与明細書（平成 12

年８月分及び 15 年２月分）の保険料控除額から算出した標準報酬月額は社

会保険庁（当時）の記録と相違している。退職するまで大幅に給与が下がっ

たことはないので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であり、記録の訂正を行う場合

は、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 12 年５月から同年９月までの期間及び

15 年２月については、申立人が所持する給与明細書、Ａ社が保管する申立人

に係る給与明細書及び賃金台帳から確認できる保険料控除額及び報酬月額に

見合う標準報酬月額から、12 年５月は 12 万 6,000 円、同年６月は 18 万円、

同年７月は 16万円、同年８月、同年９月及び 15年２月は 26万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納

付したか否かについては、事業主は誤った標準報酬月額を届け出たことを認め



                      

  

ていることから、事業主は給与明細書及び賃金台帳で確認できる保険料控除額 

に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）

は、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 12年 10月から 15年１月までの標準報酬月額

については、Ａ社が保管する給与明細書及び賃金台帳において確認できる保険

料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録で確認できる標準報酬月額

が一致していることから、記録を訂正する必要は認められない。 

 



                      

  

岡山国民年金 事案 703 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から同年 12月まで 

昭和 51 年１月にＡ社を退職後、52 年１月４日にＢ社に就職するまでの

期間において、父親が私の国民年金の加入手続を行い、両親のいずれかが

保険料を納付してくれたはずなのに、加入記録がないのは納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 51 年１月から同年 12 月までの国民年金手帳記号番号払出簿に申立人

の氏名は無く、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情も無い。 

また、申立期間当時、申立人が居住していた市に申立人に係る国民年金被

保険者名簿は存在しておらず、申立人が国民年金に加入していたことをうか

がわせる形跡は無い。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、

これらを行ったとする申立人の両親は既に死亡しており、当時の状況が不明

である。 

加えて、申立人の国民年金保険料が納付されていたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付

されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



                      

  

岡山国民年金 事案 704 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年８月から 44 年３月までの期間及び 46 年４月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年８月から 44年３月まで 

  ② 昭和 46年４月から同年 12月まで 

昭和 39 年８月１日に自営業を始めたころ、取引金融機関の外交員を通

じて国民年金の加入手続を行い、口座振替により国民年金保険料を納付し

ていた。領収書などの資料は無いが、国民年金保険料を納付していたはず

なので、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年 12 月に夫婦連番で、かつ、

職権適用により払い出されていることが確認できる上、申立人が居住する市

に係る 39 年８月から 40 年４月までの国民年金手帳記号番号払出簿に申立人

の氏名は無いことから、39 年８月ごろに国民年金の加入手続を行い、その時

点から保険料を納付していたとする申立内容は不自然である。 

また、申立人は、当時取引のあった信用金庫の外交員を通じて国民年金の

加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を口座振替により納付したと主

張するが、同信用金庫は外交員が国民年金の加入手続を取り扱うことはなか

ったと証言している上、申立人が居住する市が国民年金保険料の口座振替を

開始したのは昭和 56 年４月であり、申立人の主張には不自然な点が見受けら

れる。 

さらに、申立人と一緒に納付していたとする申立人の妻に係る申立期間の

国民年金保険料も未納となっている。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 44 年 12 月時

点では、申立期間①の一部（昭和 39 年８月から 42 年 10 月まで）の国民年金

保険料は時効により納付することはできない。 

その上、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付され



                      

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



                      

  

岡山国民年金 事案 705 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年６月まで     

結婚した昭和 46 年ごろに職場の労働組合から、今なら国民年金に 20 歳

にさかのぼって加入することができると知らされ、夫婦二人とも国民年金

に加入していなかったので一緒に加入し国民年金保険料の納付金額や納付

場所は覚えていないが、20 歳からの保険料をすべて納付した。それ以降は

妻が二人の保険料を納付書や口座振替で忘れることなく納付してきたのに、

未納期間があるのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 50 年 10 月 13 日に夫婦連番で払い

出されており、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらないことから、46 年ごろに国民年金の加入手続を行い、

その時点から国民年金保険料を納付していたとする申立内容には不自然さが

見受けられる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 50 年 10 月時点

では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

さらに、申立人は 20 歳に達した以降の国民年金保険料をまとめて納付し

た記憶があり、昭和 44 年２月から 48 年３月までの国民年金保険料を第２回

特例納付により納付していることが確認できるが、当該特例納付により納付

することができる国民年金保険料は 36 年４月から 48 年３月までのものであ

り、申立期間の国民年金保険料は第２回特例納付では納付することができな

い。 

なお、申立人と同時期に国民年金手帳記号番号が払い出された国民年金被

保険者 17 名のうち、第２回特例納付により保険料を納付している８名の被保

険者の納付記録は、申立人と同様に、申立期間は未納となっている。 

加えて、申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料が納付されていたことをう



                      

  

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岡山国民年金 事案 706 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から平成３年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成３年 10月まで 

昭和 52 年 11 月ごろに、市役所で国民年金に加入し、それ以降継続して

国民年金保険料を納付してきたにもかかわらず、申立期間の資格記録は第

３号被保険者となっており、納付した保険料は二重納付となるので、これ

を返してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間については国民年金の第１号被保険者として国民年金

保険料を集金により納付していたと主張しているが、申立人の夫に係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録から、申立人が昭和 52 年

３月 23 日から平成３年 11 月１日までその夫の被扶養者になっていることが

確認できるとともに、申立人が居住する市が保管する国民年金被保険者名簿

から、申立人は申立期間において３号被保険者であることが確認でき、申立

人に対して申立期間の国民年金保険料の納付に係る納付書が発行されたとは

考え難い。 

 また、申立人は自営していた店の総勘定元帳の記録から、申立期間の国民

年金保険料を納付したと主張するが、同元帳に記録されている保険料の額は

当時の国民年金保険料額と相違する上、民間保険会社が保管する個人年金保

険の加入記録から、申立人が申立期間中に同社の個人年金保険に加入してい

たことが確認でき、同期間の個人年金保険料の額は同元帳に記録されている

保険料額と符合する。 

さらに、申立人の国民年金保険料が納付されていたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付

されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 857 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年１月１日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 63年 10月１日から平成 10年 10 月 31日まで、Ａ社の代表取

締役として勤務した。平成 10 年 11 月１日に事業所が倒産したため、私を

含む全社員の厚生年金保険被保険者資格を喪失する手続を行ったにもかか

わらず、私の厚生年金保険記録だけが同年１月１日に喪失したことになっ

ているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、オンライン記録から、申立期間において厚生年金保険の適用事業所

であったことが確認でき、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立期間に

おいてＡ社の代表取締役として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録から、申立人は、平成 10 年１月１日にＡ社

における厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、政府管掌健康保険被保険者証

を返納していることが確認できるとともに、同日に申立人が当時居住していた

市が運営する国民健康保険に加入していることが確認でき、社会保険庁（当時）

の記録に不自然さは認められない。 

なお、このことから、申立人に係る被保険者の資格喪失日は平成 10年 11月

１日であり、これを社会保険事務所（当時）が同年１月１日と誤って記録した

とするＡ社から業務の委託を受けた社会保険労務士の主張は認め難い。 

また、Ａ社は平成 10年 11月１日に厚生年金保険の適用を廃止（全喪）して

おり、賃金台帳及び厚生年金保険関係の書類等は保存されていない上、当時の

厚生年金保険料の控除の事実について確認できる給与明細書等の資料は無く、

申立てに係る事実を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 858 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月 29日から 34年４月４日まで 

昭和 32年７月から 35年 11月まで継続してＡ社で勤務していたにもかか

わらず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間となっており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の当時の同僚は、「はっきりとは覚えていないが、申立人は、申立期

間もＡ社に勤務していたと思う。」と証言しており、勤務期間は特定できない

ものの、申立期間中に申立人がＡ社で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、昭和

33年 10月 29日にＡ社の被保険者全体の３分の２に当たる申立人を含む 20人

が被保険者資格を喪失していることが確認でき、Ａ社の事業主は、何らかの事

情により、これらの 20 人について被保険者資格の喪失の手続をとったものと

推認できる上、34年４月５日にＡ社の申立人を含む 15人が被保険者資格を取

得していることが確認できる。 

また、この 15 人のうち、申立人を含む５人は被保険者資格を再取得したも

のであるが、健康保険被保険者番号は新たに付与されていることが確認でき、

これら５人について、Ａ社の事業主が、申立期間に係る被保険者資格の得喪に

係る届出を行ったものと推認できる。 

なお、上記の同僚は、自身の退職理由について、「事業主が職場の労働組合

を解散させるために倒産を装い、一時的に事業を休止したためである。」と証

言し、他の従業員二人は、「申立期間当時、経営難による人員削減のうわさが

あった。」、「申立期間当時、倒産のうわさがあった。」と証言している。 

さらに、Ａ社が解散した後にその事業を引き継いだＢ社の事業主は、「申立

期間当時の事業主は死亡しているし、当時の資料は保存していないため、申立

てに係る厚生年金保険の加入状況及び保険料控除の事実について確認できな

い。」旨を証言しており、保険料控除を推認できるような同僚からの証言も得

られない。 



                      

  

このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立てに係る

事実を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 864 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 31年４月から同年９月まで 

Ａ学校に在籍していた時、国家試験の受験資格を得るために、申立期間に

おいてＢ社で実務研修を受けたが、その期間の厚生年金保険の加入記録が無

く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＢ社の実務研修の内容についての具体的な供述から、申立人がＢ社

で実務研修を受けていたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社の保管する従業員名簿に申立人の記録は無い上、Ｂ社は、

当時の厚生年金保険被保険者資格の得喪関係の資料を保存しておらず、教育実

習生を厚生年金保険に加入させていたかは不明としており、申立人の申立期間

当時の厚生年金保険の加入状況及び保険料控除の事実について確認できない。 

また、Ｂ社に当時勤務していた者（複数）は、「教育実習生を厚生年金保険

に加入させていたかどうかは分からない。」としている。 

さらに、申立人が在籍していたＡ学校に照会したところ、「実務研修を行っ

ていたが、教育実習生が厚生年金保険の被保険者であったか否かについては不

明である。」と回答している。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立期間に係る

申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 

このほか、申立人には、申立期間の厚生年金保険料が給与から控除されてい

た記憶はなく、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立てに係

る事実を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 865 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 42年３月 13日から 45年３月 20日まで 

昭和 42 年３月から３年間勤務したＡ社（現在は、Ｂ社）に係る厚生年金

保険の加入期間について、脱退手当金が支給された記録となっている。 

脱退手当金を受給したとされる当時は、厚生年金保険に加入していたこと

も知らなかったし、脱退手当金を請求した記憶も受給した記憶もないので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に、脱

退手当金が支給されたことを意味する「脱退手当金支給済」の記録があるほか、

申立てに係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立人の厚生年金保

険被保険者資格の喪失日から約５か月後の昭和45年８月24日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても脱退手当金を受給した記憶がないというほかに

これを受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 867 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  
 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 38年７月から 39年３月まで 

私は申立期間に、Ａ社の正社員としてＢ社に勤務していた。給料から厚

生年金保険料が控除されていた記憶があるので、申立期間を厚生年金被保

険者期間として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立人は勤務していたと思うが、申立期間当時の資料を保管してお

らず、申立人の厚生年金保険の加入状況及び保険料控除については不明である

と回答している。 

また、申立人は、Ｂ社における上司や同僚等を記憶しておらず、当時の厚生

年金保険の加入状況及び保険料控除について証言を得ることができない。 

さらに、Ａ社の元従業員は、「当時Ｂ社に勤めていた従業員は、厚生年金保

険には加入していなかったと思う。」と証言している。 

加えて、Ａ社の元従業員（複数）から、当時Ｂ社に勤務していた従業員３

人の氏名が挙げられたが、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

この３人は確認できない上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に、申立期間に係る申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 
このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立てに係る

事実を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 


